
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
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成
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十
九
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五
月
二
十
五
日

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
が
急
速
に
進
展
す
る
中
で
、
Ｉ
Ｔ
企
業
等
を
含
む
多
様
な
参
加
者
に
よ
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
促
進
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
、
電
子
決
済
等
代
行
業
者
等
に
関
す
る
規
制
に
つ
い
て
は
、
関
係
事
業
者
等
か
ら
十
分

に
情
報
収
集
し
た
上
で
、
目
的
に
照
ら
し
て
必
要
最
小
限
と
す
る
こ
と
、
新
規
参
入
に
対
す
る
過
度
の
障
壁
と
し
な
い
こ

と
、
報
告
徴
求
・
検
査
等
が
関
係
事
業
者
等
の
活
動
や
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
阻
害
し
な
い
こ
と
等
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、

利
用
者
保
護
や
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
等
に
も
配
意
し
、
関
係
省
庁
が
適
切
か
つ
機
動
的
な
対
応
を
進
め
る
こ
と
。

一

オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
に
よ
る
金
融
機
関
と
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
の
接
続
の
推
進
が
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
促
進
、
利
用
者

保
護
、
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
等
の
観
点
か
ら
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
銀
行
代
理
業
規
制
の
適
用
範
囲
の
適
切
な
設
定
、

金
融
機
関
及
び
関
係
事
業
者
等
に
よ
る
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
普
及
に
向
け
た
取
組
の
支
援
等
の
環
境
整
備
に
努
め
る
こ
と
。

一

本
法
に
基
づ
く
金
融
機
関
及
び
電
子
決
済
等
代
行
業
者
等
に
対
す
る
規
制
に
つ
い
て
は
、
金
融
機
関
及
び
電
子
決
済
等
代

行
業
者
等
に
お
い
て
相
応
の
シ
ス
テ
ム
対
応
等
が
必
要
に
な
る
こ
と
か
ら
、
施
行
ま
で
に
適
切
な
準
備
期
間
を
確
保
で
き
る

よ
う
配
意
す
る
こ
と
。

一

利
用
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
等
に
係
る
シ
ス
テ
ム
障
害
等
に
よ
っ
て
利
用
者
に
損
害
が
及
ぶ
こ
と
の
な
い

よ
う
、
金
融
機
関
及
び
電
子
決
済
等
代
行
業
者
等
に
対
し
て
適
切
な
指
導
等
を
行
う
こ
と
。

一

本
法
に
基
づ
く
制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
情
報
通
信
技
術
の
急
速
な
進
展
等
を
踏
ま
え
、
金
融
機
関
と
金
融
関
連
Ｉ

Ｔ
企
業
等
と
の
適
切
な
連
携
・
協
働
の
推
進
及
び
利
用
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
実
効
性
の
あ
る
検
査
及
び
監
督
体
制
を
整
備

す
る
こ
と
。

そ
の
際
、
中
小
・
地
域
金
融
機
関
等
の
検
査
及
び
監
督
を
主
に
担
当
す
る
財
務
局
も
含
め
、
優
秀
な
人
材
の
確
保
と
職
員

の
専
門
性
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
必
要
な
定
員
の
確
保
、
高
度
な
専
門
的
知
識
を
要
す
る
職
務
に
従
事
す
る
職
員
の
処

遇
の
改
善
、
機
構
の
充
実
及
び
職
場
環
境
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


